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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細は別添参照） 

   平成３０年１２月１４日（金） 

 

（２）検査担当職員 

東海・大洗原子力規制事務所 

原子力保安検査官   足立 謹聰 

原子力保安検査官   赤澤 敬一 

  

２．保安検査内容 

 今回の保安検査では、以下に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者への質

問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、管理状況の聴取、記録確認、埋設保

全区域の巡視等についても保安検査として実施した。 

（１）基本検査項目 

① 教育訓練の実施状況 

② 保安規定変更に伴う下位規定の状況 

（２）追加検査項目 

    なし 

 

３．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては、「教育訓練の実施状況」「保安規定変更に伴う下位規定の

状況」を検査項目として検査を実施した。 

「教育訓練の実施状況」については、平成３０年度の仕組みの改善状況、教育訓練の実

施状況並びに新規配属者に対する教育、実務及び資格認定の状況について確認した。 

仕組みの改善状況は、資格保有者に対する能力の再確認と資格の再認定について明確

化する見直し、保安規定変更に伴う非常時の措置に関する教育を定期教育として実施する

見直し、職員に対する自らの活動の意味及び重要性を認識させるための活動についての見

直し等の改善をしていることを要領書及び関係者への聴取により確認した。 

また、教育訓練の実施状況については、年度当初の計画及びその後の実施状況を「平成

３０年度 廃棄物埋設施設の教育・訓練計画」で管理しており、４月に新規配属者を教育

訓練対象者に追加、５月に品質目標及び安全文化醸成活動及び法令遵守に関する教育、

１０月に「一般安全に関すること」を教育項目に追加したことによる教育、その他消火栓使用

要領にかかる教育実施時期の変更等を行っていることを確認した。 

新規配属者に対する、教育、実務及び資格認定の状況について、教育については従事

者前教育の位置付けで実施していること、実務については、資格付与を計画している点検業

務従事者、地下水位測定業務従事者、地下水放射能測定業務従事者、異常時放射能

測定業務従事者の業務について、資格付与要件となる実務をそれぞれ実施していること、適

宜バックエンド技術部（以下「ＢＥ技術部」という。）放射性廃棄物管理技術課長が立会い

確認していることを「巡視・点検記録」及び関係者への聴取により確認した。 

資格認定については、教育、実務経験、課長同行による確認を経て、「従事者の力表評

価表」により、課長が面談し認定していることを、結果の記録及び関係者への聴取により確

認した。 
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「保安規定変更に伴う下位規定の状況」については、平成３０年４月１日に組織を改編し、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という。）原子力科学研究

所（以下「原科研」という。）廃棄物埋設施設の保安規定に定められた業務の責任者である

管理責任者（以下「管理責任者」という。）をＢＥ技術部長から原科研担当理事に変更する

等の保安規定の変更が実施されたことから、その変更を受けて下位規定がどのように改定さ

れたかについて確認し「廃棄物埋設施設品質保証計画書」「原子力科学研究所事故対処

規則」等の下位規定の改定がなされていることを要領書及び関係者への聴取により確認し

た。 

また、ＪＡＥＡは保安規定変更により管理責任者をそれぞれの拠点の担当理事に変更した

ことから、担当理事の管理責任者としての関与をＪＡＥＡとして統一するとともに強化するため、

ＪＡＥＡ安全・核セキュリティー統括部（以下「安核部」という。）は平成３０年５月７日に業務

連絡書（以下「連絡書」という。）により、「保安規定に係る担当理事の役割に関する指示文

書等の様式の運用について」を発出し、管理責任者である担当理事にかかる指示書、報告

書、通知書の様式を統一するとともに、連絡書の添付として「保安規定に係る担当理事の役

割について」により、担当理事として実施すべき主要事項、担当理事の関与について発出し、

担当理事の業務として具体的に細部を規定していることを確認した。  

さらに、例として、平成３０年度定期（年度中期）マネジメントレビューへのインプットについて、

管理責任者が案の段階から関与し、報告書は管理責任者名で発出されていることを「平成

３０年度定期（年度中期）マネジメントレビューへのインプット情報報告書」及び同案により確

認した。 

組織改編に伴い、新たに設けられた「原子力科学研究所品質保証推進委員会」につい

て廃棄物埋設施設にかかる審議状況を確認するとともに、従前の「品質保証委員会」につい

ては責任者が管理責任者からＢＥ技術部長に変更されたことについて記録及び関係者への

聴取により確認した。 
 

以上のことから、選定した検査項目に係る保安活動は問題ないことを確認した。 

 

（２）検査結果 

①教育訓練の実施状況 

保安活動を行う上において、所員等に対する教育、訓練が重要であることから廃棄物埋

設施設における保安活動のための教育、訓練の実施状況及び力量管理の実施状況につ

いて検査した。 

検査の結果、平成３０年度の仕組みの改善状況、平成３０年度の教育訓練の

実施状況及び新規配置者への教育訓練及び資格認定の状況は、以下のとおりで

ある。 

1) 平成３０年度の仕組みの改善状況について 

ア 平成３０年４月１日に資格保有者するに対する能力の再確認と資格の再認定

について「教育訓練管理要領（埋設施設）」に明確化する見直しを実施し、定期

的又は力量基準を変更した場合には再評価を行うことに要領書を変更したことか

ら、その実施状況について、平成３０年４月１日の再評価の新規設定及び規則の

改定による再評価並びに平成３０年７月１日の規則の改定による再評価の状況

をそれぞれの「従事者の力量評価表」「課長（マネージャーを含む）の力量評価表」
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及び関係者への聴取により確認した。 

  また、非常時措置に関する教育を、総合訓練前の教育から、定期教育として位

置付けることに要領書を変更したことから、教育の状況について、平成３０年４月３

日に実施した定期教育の実施記録である「教育・訓練記録（廃棄物埋設施

設）」及び関係者への聴取により確認した。 

  さらに、職員に対する自らの活動の意味及び重要性を認識させるための活動に

ついて、具体化のために一方的な教育ではなく、個々の認識を向上させるためには

職員同士の討論が有効と判断し、内部コミュニケーションにより品質目標を要員に

周知し、品質目標の達成に向けてどのように貢献できるかを認識させることに要領

書を変更したことから、教育の実施状況について、平成３０年４月２７日の「内部コ

ミュニケーション活動の記録」及び関係者への聴取により確認した。 

イ 保安規定に事故対処規則が関連付けられたことから平成３０年７月１日に「教育訓

練管理要領（埋設施設）」において、防災訓練を防災業務計画に基づく総合防災訓練

と明記し、他の防災訓練と識別する改訂を実施していることを、要領書により確認した。

また、その総合防災訓練に関する訓練の実施状況を平成３０年９月２５日の「教育・訓

練記録（廃棄物埋設施設）」及び関係者への聴取により確認した。 

ウ 平成３０年１０月１５日にＪＡＥＡ内の一連の負傷事案をうけた原子炉施設等に対す

る水平展開状況を受け、事業者は予防処置として「教育訓練管理要領（埋設施設）」

に一般安全に対する教育項目を追加したことから、その教育の実施状況を平成３０年１

０月１９日の「教育・訓練記録（廃棄物埋設施設）」及び関係者への聴取により確認し

た。 

2) 平成３０年度の教育訓練の状況について 

ア 平成３０度の教育訓練計画、実施状況等について確認し、年度計画が頻度、実施

回数等が要領書の規定に整合していることを、教育・訓練を管理している「平成３０年

度 廃棄物埋設施設の教育・訓練計画」及び関係者への聴取により確認した。 

  また、「平成３０年度 廃棄物埋設施設の教育・訓練計画」は、年度当初に計画を立

て、その後実績を同表に反映させることにより、実績も管理していることを関係者への聴

取により確認した。 

イ 教育・訓練の実績については、４月に新規配属者を教育訓練対象者として「平成３０

年度 廃棄物埋設施設の教育・訓練計画」に追加し教育を開始。５月に品質目標、

安全文化醸成活動及び法令遵守に関するＪＡＥＡの平成３０年度計画制定に伴う反

映を実施。１０月に「一般安全に関すること」を教育に追加したことによる教育の実施を

反映、また、その他の教育訓練の実施状況については、消火栓使用要領にかかる教育

実施時期の変更以外は、ほぼ計画通りに実施されていることを都度改訂された「平成３

０年度 廃棄物埋設施設の教育・訓練計画」「教育・訓練記録（廃棄物埋設施設）」

及び関係者への聴取により確認した。 

3) 新規配置者への教育訓練及び資格認定の状況について 

ア 新配置者の教育訓練は、教育に関しては、従事前教育として実施することを「教育訓

練管理要領（埋設施設）」に規定しており、４月に「平成３０年度 教育・訓練記録（廃

棄物埋設施設）」に対象者として追加し、所定の教育を実施していることを、該当する教

育・訓練記録（廃棄物埋設施設）により確認した。 

イ 実務については、点検業務従事者、地下水位測定業務従事者、地下水放射能測

定業務従事者、異常時放射能測定業務従事者としてそれぞれ、実務経験が３回以上
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であることが「教育訓練管理要領（埋設施設）」に規定されており、それぞれ実務を３回

実施していることを該当する「巡視・点検記録」により確認した。 

また、「巡視・点検記録」には同行以外は記載されていないが、適宜ＢＥ技術部放射

性廃棄物管理技術課長が同行して新規配置者の確認をしていたことを「巡視・点検」

記録及び関係者への聴取により確認した。 

ウ 資格認定については、教育、実務経験、課長同行による確認を経て、「従事者の力

表評価表」により、課長が面談し、認定していることを「従事者の力量評価表」及び関係

者への聴取により確認した。 

 

以上のことから、検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められ

なかった。 

 

②保安規定変更に伴う下位規定の状況 

組織体制の変更を伴う保安規定の改正が実施されたことから、変更にともなう下位規定

の整備及び実施状況等について検査した。 

検査の結果、保安規定の変更、下位規定の整備状況及び変更に伴う実施状況等

は、以下のとおりである 

   1) 保安規定の変更については、以下のとおりであることを保安規定の確認及び関係者へ

の聴取により確認した。 

 今回の保安規定の変更は、ＪＡＥＡとしてより上位の職位の者が保安活動に関与し監

視する必要があるとし、内部統制の強化の観点から、管理責任者をＢＥ技術部長から原

科研担当理事に変更したこと 

  管理責任者が、ＢＥ技術部長から原科研担当理事へ変更されたことに伴い、それまで

は管理責任者であるＢＥ技術部長からＪＡＥＡ本部に直接報告していた品質目標等の報

告が、職制上、BE 技術部長の上位職にあたる原科研所長の確認が必要となり、品質目

標の設定、品質保証計画書（埋設施設）の変更等は「原子力科学研究所品質保証推

進委員会」での審議事項となったため、保安規定に新たに委員会として設定されたこと 

また、廃棄物埋設施設の「品質保証委員会」は、管理責任者の変更に伴い、従前から

管理責任者の位置付け実施していたＢＥ技術部長に責任者の呼称を変更したこと等が

主な変更内容であること 

2) 下位規定について以下の改定を行っていることを要領書及び関係者への聴取により確

認した。 

 ア 「廃棄物埋設施設品質保証計画書」については、管理責任者変更に伴い、該当部

分を変更していること 

 イ 「原子力科学研究所品質保証推進委員会規則」については、原科研廃棄物埋設

施設にかかる審議を追加するとともに、廃棄物埋設施設にかかる審議には廃棄物埋設

取扱主任者を出席させることを追加していること 

ウ 「原子力科学研究所事故対処規則」については、保安規定に関連文書として位置

付けられたことから、想定事故現場に廃棄物埋設施設を追加したこと 

エ 「文書及び記録の管理要領（廃棄物埋設施設）」については、管理対象文書に「原

子力科学研究所品質保証推進委員会規則」及び「原子力科学研究所事故対処規

則」を追加したこと 

 オ 「不適合管理並びに是正処置及び予防処置要領（埋設施設）」については、管理責
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任者交代に伴い、管理責任者の部分について不適合管理を審査する品質保証審査

会を管理するＢＥ技術部長へ名称を変更していること 

 カ 「原子力科学研究所事故対策規則」が保安規定の文書体系に組み込まれたことに

伴い、「教育訓練管理要領（埋設施設）」のうち、定期教育に係る部分に非常時に対す

る教育を追加したこと 

 キ 「廃棄物埋設施設管理要領」については、管理責任者の原科研担当理事への変更

に伴い、品質目標設定等に関するプロセスにおいて、原科研担当理事と原科研所長に

かかる部分を改正したこと 

ク 原科研廃棄物埋設施設の「品質保証審査会運営要領」については、管理責任者の

変更に伴い、管理責任者の記載をＢＥ技術部長に名称変更するとともに、ＢＥ技術部と

横並びの保安管理部所掌事項に対する部分をＢＥ技術部長へ依頼する形に変更し、

組織間の整合を図っていること 

3) 担当理事の関与について 

    ア 今回の保安規定の変更は、ＪＡＥＡにおける内部統制強化の観点から一元的管理の

責任と権限を明確にするために、管理責任者を担当理事にしたことから、安核部は、平

成３０年５月７日に連絡書により、「保安規定に係る担当理事の役割に関する指示文

書等の様式の運用について」を発出し、ＪＡＥＡとして担当理事が所長等へ指示する場

合に使用する「指示書」、指示書への報告に使用する「報告書」、指示書以外の用件に

おいて使用する「通知書」について様式の統一化を図っていることを確認した。また、連絡

書の添付文書として、「保安規定に係る担当理事の役割について」により、担当理事とし

て実施すべき主要事項、担当理事の関与について発出し、担当理事の業務として、保

安に係る業務の統理、品質保証計画書の改定への関与、理事長マネジメントレビュー

への関与、内部監査への関与、事故の法令報告書への関与等について具体的に細部

を規定していることを確認した。 

   イ 原科研担当理事による指示文書については、例として平成３０年４月２７日に発出し

た「平成３０年度の原子力安全に係る品質目標について」の指示書により原科研所長

に品質目標設定及び報告について指示していることを確認した。 

    ウ マネジメントレビューへの関与について、例として、平成３０年度定期（年度中期）マネ

ジメントレビューへのインプットについて、管理責任者が案の段階から関与し、報告書は管

理責任者名で発出されていることを「平成３０年度定期（年度中期）マネジメントレビュー

へのインプット情報報告書」及び同案により確認した。 

    エ 規則の改定等について、発刊後の理事長への供覧で、原科研担当理事が担当理

事の立場で供覧をうけていることを、平成３０年１０月２２日の「原科研廃棄物埋設施設

に係る品質文書の一部改正について」の「供覧書」により確認した。 

   4) 原科研に設置される品質保証推進委員会と廃棄物埋設施設に設置される品質保

証委員会について 

    ア 品質保証推進委員会の審議状況について、例として平成３０年３月７日に品質保

証推進委員会に諮問した「二次文書の一部改定及び制定について」の審議手続き表、

品質保証推進委員会議事録及び３月９日の審議結果の答申書により廃棄物埋設施

設に関する審議が実施されている状況を確認した。 

    イ 品質保証委員会の審議について、管理責任者からＢＥ技術部長への変更に伴う状

況について、として、平成３０年３月５日の「廃棄物埋設施設の二次文書等の一部改

正」及び平成３０年５月７日の「是正処置の有効性のレビュー」に関する品質保証審査
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会審査手続き票がＢＥ技術部長名により実施されていることを確認した 

  

以上のことから、検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められ

なかった。 

 

（３）違反事項（監視すべき事項を除く。） 

なし 

 

４．特記事項 

なし 
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（別添） 

検 査 期 間 中 の 日 程 表 （平成３０年度 第３回） 

 

月 日 １２月１４日（金） 

 

午前 

 

● 初回会議 

● 埋設保全区域の巡視 

● 記録確認 

○ 教育訓練の実施状況 

 

 

 

午後 

 

○ 教育訓練の実施状況 

○ 保安規定変更に伴う下位規定の状況 

● チーム会議 

● 最終会議 

 

     

注記）○：基本検査項目 ●：会議／記録確認／巡視等 

 


